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１ 医療計画とは

２ 第７次神奈川県保健医療計画について

３ 第８次神奈川県保健医療計画について
（１）庁内の検討体制
（２）策定スケジュール
（３）医療を取り巻く状況等
（４）国の通知について（令和５年３月31日発出）

・全般に関する事項
・歯科に関する事項

（５）第８次計画の策定に向けた県の検討状況
・骨子案について
・医療圏の設定について

（６）歯科保健医療推進協議会における検討

本日のご説明
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１ 医療計画とは
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（１）医療計画の性格

〇 計画の性格

・ 医療法第30条の４第１項の規定に基づき策定する
法定計画であり、都道府県の保健医療システムの目指
すべき目標と基本的方向を明らかにするもの

〇 計画期間

・ ６年間



１ 医療計画とは

（２）国が示す医療計画の概要
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第８次計画から、新たな事業と
して「新興感染症」が追加
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現行計画 第７次医療計画
（平成30年度～令和5年度）

昭和60年 第１次医療計画スタート

今年度は…
第７次計画の最終年度
第８次計画の策定年度

（３）これまでの医療計画の策定経緯
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２ 第７次神奈川県保健医療計画について
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（１）第７次計画の基本理念／基本目標

〇 基本理念
すべての県民が健やかに安心してくらせる社会や

納得できる医療の実現に向けて、「誰でも等しく良
質かつ適切な保健医療サービスを受けられる」こと

〇 基本目標
患者が身近なところで、質の高い医療を安心して

受けられるよう、医療機関相互の連携の下で、切れ
目のない保健医療福祉サービスを提供する体制を整
備する。
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（２）第７次計画の構成

保健医療計画 保健医療圏

地域医療構想（第３部：別冊）

医師確保（第２部第５章）

５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、
精神疾患）

５事業（救急、災害医療、周産期、小児）
※本県の場合、へき地なし、精神科救急を特出しで章立て

在宅医療

医療安全確保

医療提供施設の整備目標
※地域医療支援病院＋その他

その他疾病等
障がい保健、結核・感染症、臓器移植、難病対策、アレルギー疾患、高齢化に伴い増加す
る疾病、歯科保健、血液の確保・適正使用、医薬品の適正使用、医療に関する情報化、
その他特に必要と認められる医療等

未病対策等の推進（７次計画から新たに位置付け）

外来医療（第２部第５章）

基準病床数

※上記は、国が策定の指針やガイドラインを定めている。
※本県は、医師確保及び外来医療に関する計画について、保健医療
計画の別冊とはしていない。

第８次計画から、新たな事業と
して「新興感染症」を追加
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〇 医療圏とは
健康づくりから疾病の予防、治療、社会復帰までの

総合的な保健医療体制を整備するための地域的単位

【一次保健医療圏】
・市区町村域

【参考】第７次計画の医療圏

【二次保健医療圏】
・本県は二次保健医療圏を９つに設定

【三次保健医療圏】
・県全域
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町
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中央区
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緑区
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湘南西部

県 央

湘南東部

横須賀・三浦

横 浜

川崎北部

川崎南部

構成市（区）町村 人口（人）

横浜 横浜市 3,772,029

（旧北部） 鶴見／神奈川／港北／都築／青葉／緑 1,611,804

（旧西部） 西／保土ヶ谷／旭／瀬谷／泉／戸塚 1,112,696

（旧南部） 中／南／港南／磯子／栄／金沢 1,047,529

川崎北部 高津／宮前／多摩／麻生 872,786

川崎南部 川崎／幸／中原 666,039

相模原 相模原市 726,025

横須賀・三浦
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、

葉山町
685,839

湘南東部 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 734,113

湘南西部
平塚市、秦野市、伊勢原市、

大磯町、二宮町
579,523

県央
厚木市、大和市、海老名市、座間市、

綾瀬市、愛川町、清川村
854,144

県西

小田原市、南足柄市、中井町、

大井町、松田町、山北町、開成町、

箱根町、真鶴町、湯河原町

338,290

9,228,788

出典：令和４年１月１日現在「神奈川県年齢別人口統計調査」

二次保健医療圏

（県全体）

９つの二次保健医療圏を設定

【参考】第７次計画の医療圏



11

３ 第８次神奈川県保健医療計画について
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（１）庁内の検討体制

○ 第７次計画策定経緯を踏まえ、疾病・事業ごとの既存会議体を活用して検討・議論し、
神奈川県保健医療計画推進会議で全体の取りまとめ（議論）を行うことを基本とする。
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【参考】神奈川県保健医療計画推進会議委員

神奈川県保健医療計画推進会議は、関係団体の代表者、学識経験者、市町村、公募
委員等で構成
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（２）策定スケジュール
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（３）医療を取り巻く状況等



（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等
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（３）医療を取り巻く状況等



〇人口動態について
・本県は、2040年頃まで65歳以上の人口が増加
・一方、本県においても、生産年齢人口はすでに減少局面
に入っている

〇医療ニーズについて
・本県のような都市部は、入院、外来、在宅医療、介護施
設ともに2040年に向けて今後も需要が増加

〇歯科医師、歯科衛生士について
・全国的に増加傾向にある
・歯科診療所勤務が多く、病院勤務が少ない
・本県は、人口増に合わせて歯科診療所が増加している

（３）医療を取り巻く状況等（まとめ）

28
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（４）国の通知・指針について
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○医療計画／医療計画作成指針について（通知）

医療計画の作成に当たっては、国の「医療提供体制の確保に関

する基本方針」に即して、「医療計画作成指針」及び「疾病・事

業及び在宅医療指針」を参考とし、かつ、医療提供体制の現状及

び今後の医療需要の変化を含む地域の実情に応じて、関係者の意

見を十分踏まえて行う。

○疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（通知）

５疾病・５事業及び在宅医療の医療体制を構築するに当たって

は、それぞれに求められる医療機能を具体的に把握し、その特性

及び地域の実情に応じた方策を講ずる必要があることから、それ

ぞれの体制構築に係る指針を国において定める。

（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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〔医療計画について〕 〔疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について〕

（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）



令和５年５月12日
社会保障審議会医療部会資料２
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）



令和５年５月12日
社会保障審議会医療部会資料２
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）

３ 医師の確保及び医療従事者（医師を除く。）の確保について

「医療計画について」における歯科の記載



35

（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）

「医療計画作成指針」における歯科の記載
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」における歯科
の記載
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）



（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（令和5年3月31日発出）
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（４）国の通知・指針について（まとめ）

＜医療人材の確保＞

・適正な供給量の確保、地域間の偏在解消、目標設定

・病院と歯科診療所をはじめとした多職種の連携

＜歯科医療機関の役割＞

・歯科医療機関が果たすべき役割の整理

・入院患者や在宅患者への歯科医療提供の必要性

＜がん＞

・口腔管理に関し、病院と歯科医療機関の連携

＜脳卒中＞

・口腔管理に関し、病院と歯科医療機関をはじめとした多職種連携
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（４）国の通知・指針について（まとめ）

＜糖尿病＞

・重症化予防、専門的治療に関し、継続的な歯科受診の促進

＜精神医療＞

・認知症の状況に応じた口腔機能の管理、認知症サポート医の養成

＜災害医療＞

・日本災害歯科支援チーム（JDAT）の取組

＜新興感染症＞

・高齢患者への対応に関し、多職種の連携

＜在宅医療＞

・歯科診療所と後方支援歯科診療所による連携体制の構築、訪問歯科診療

の取組促進、人材育成
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（５）第８次計画の策定に向けた県の検討状況

－骨子の整理／医療圏の設定－
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ア 第８次計画の策定に向けた基本的な考え方

＜全般的な事項＞

〇 第７次保健医療計画の基本的な理念、考え方を踏襲する。

〇 医療法の改正に伴い、第８次保健医療計画から事業として位置付

けられる「新興感染症発生・まん延時における医療」を新たに項目

として追加する。

〇 令和６年４月から施行される「医師の働き方改革」を踏まえ、医

療従事者の確保に向けた取組みの方向性や数値目標等を整理する。

〇 同時期に改定を迎える関連計画について、計画策定作業の段階か

ら連携し、内容の整合性を図っていく。

令和５年５月30日
令和５年度第１回保健医療計画推進会議資料より
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＜保健医療圏・基準病床数・地域医療構想＞

〇 保健医療圏については、現行のままとする。

〇 療養及び一般病床の基準病床数については、第７次保健医療計

画策定時と同様、法令に定める算定式に基づき算定し、地域での協

議を踏まえながら、全ての二次保健医療圏で見直す。

〇 地域医療構想については、国が2025（令和７）年度に都道府県

において新たな構想を策定するとのスケジュールを示したことを踏

まえ、2025年までは現行の地域医療構想に基づく取組みを進める。

＜医師の確保に関する事項（医師確保計画）＞

〇 国のガイドラインを踏まえ、内容を検討する。

ア 第８次計画の策定に向けた基本的な考え方

令和５年５月30日
令和５年度第１回保健医療計画推進会議資料より



52

＜骨子案策定の考え方＞

現行の第７次保健医療計画の構成を基本とし、骨子案を整理する。

＜医療ＤＸの推進＞

医師の働き方改革や生産年齢人口の減少により、今後は限られた医

療資源を効率的・効果的に活用していく必要があることから、新型コ

ロナウイルス感染症対策でも神奈川モデルとして成果を上げた「ＩＣ

Ｔ、デジタル技術の活用」を推進していくこととし、「医療ＤＸの推

進」を、新たな項目として追加する。

＜ロジックモデルツールの活用＞

第８次保健医療計画から、疾病・事業、在宅医療の分野で新たに

「ロジックモデル」ツールを活用し、施策・指標の検討、計画の進行

管理を行うこととし、必要事項を盛り込む。

⇒ 第８次計画の骨子案は「別紙１」を参照

ア 第８次計画の策定に向けた基本的な考え方

令和５年５月30日
令和５年度第１回保健医療計画推進会議資料より



【参考】ロジックモデルについて

53

＜ロジックモデルとは＞

・「達成すべき目標」と「取り組むべき施策」の関連性を結び付け、

体系的に整理したもの。

・ また、目標の達成度をどのような指標によって把握していくかを

あらかじめ決めておき、その指標を定期的に確認しながら進捗管理

を行うとされている。

・ 国の指針においても、５疾病、６事業、在宅医療についてはロジッ

クモデルの活用が推奨されている。



【参考】新たな地域医療構想について

54
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〇 第８次計画における保健医療圏の設定

＜一次保健医療圏＞

〇 引き続き、市町村単位で設定する。

＜二次保健医療圏＞

〇 引き続き、現行の９つの区域で設定する。

〇 また、国の指針で言及があった人口100万人を超える横浜二次保健医療圏につ

いては、

・ 市域一体として、医療提供体制を考えることのメリット

・ 構想区域としての運用の工夫の仕組みができていること

・ 地域医療構想調整会議でも構想区域を見直すべきとの意見が出ていないこと

などの理由から現行のままとし、引き続き構想区域としての運用に留意していく。

〇 なお、今後の人口構造、構成自治体、受療動向等の状況の変化を注視していく。

＜三次保健医療圏＞

〇 引き続き、県全域で設定する。

イ 第８次計画における医療圏の検討

令和５年５月30日
令和５年度第１回保健医療計画推進会議資料より
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【参考】第８次計画における二次保健医療圏
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中原区

高津区
宮前区

多摩区

麻生区

寒

川

町

中区

相模原市

南区

相模原市

中央区

相模原市

緑区

相模原

県 西

湘南西部

県 央

湘南東部

横須賀・三浦

横 浜

川崎北部

川崎南部

構成市（区）町村 人口（人）

横浜 横浜市 3,772,029

（旧北部） 鶴見／神奈川／港北／都築／青葉／緑 1,611,804

（旧西部） 西／保土ヶ谷／旭／瀬谷／泉／戸塚 1,112,696

（旧南部） 中／南／港南／磯子／栄／金沢 1,047,529

川崎北部 高津／宮前／多摩／麻生 872,786

川崎南部 川崎／幸／中原 666,039

相模原 相模原市 726,025

横須賀・三浦
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、

葉山町
685,839

湘南東部 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 734,113

湘南西部
平塚市、秦野市、伊勢原市、

大磯町、二宮町
579,523

県央
厚木市、大和市、海老名市、座間市、

綾瀬市、愛川町、清川村
854,144

県西

小田原市、南足柄市、中井町、

大井町、松田町、山北町、開成町、

箱根町、真鶴町、湯河原町

338,290

9,228,788

出典：令和４年１月１日現在「神奈川県年齢別人口統計調査」

二次保健医療圏

（県全体）

引き続き９つの二次保健医療圏を設定
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（６）歯科保健医療推進協議会における検討
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〇 第８次計画の骨子が確定したことから、現在、各所管課

において素案作成に向けて検討を進めている。

〇 ５疾病、６事業、在宅医療、医療人材の確保については、

国の指針に基づき各分野ごとに協議会を設置していることか

ら、それ以外の分野について「歯科保健医療推進協議会」を

協議の場とし、計画の検討を行うこととする。

（６）歯科保健医療推進協議会における検討
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分野 協議の場

がん がん対策推進審議会

脳卒中 循環器病対策推進協議会

糖尿病 糖尿病医療連携検討部会

精神医療 精神保健福祉審議会

災害医療 災害医療対策会議

新興感染症 感染症対策協議会

在宅医療 在宅医療対策推進協議会

医療人材の確保 医療対策協議会

歯科保健対策※ 歯科保健医療推進協議会

歯科医療機関の役割 歯科保健医療推進協議会

かかりつけ歯科医の普及 歯科保健医療推進協議会

＜協議の場の整理＞

※歯および口腔の健康づくり推進計画と合わせて検討

（６）歯科保健医療推進協議会における検討
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〇 現行の第７次計画における整理、また、国の指針等

を踏まえ、今後、第８次計画の素案作成に向けて、歯

科についてどのような事項を盛り込むべきかご意見を

伺いたい。

・歯科保健対策について

・歯科医療機関の役割について

・かかりつけ歯科医の普及について

本日、ご意見をいただきたい事項

⇒現行の第７次計画は「別紙２」を参照。
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以上です。


